
 

 

議  案  第  ５１  号  

 

 

工  事  請  負  契  約  に  つ  い  て  

 

工  事  請  負  契  約  を  次  の  と  お  り  締  結  す  る。  

 

平成２５年９月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  新居浜市消防救急無線デジタル化整備工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  ６億２，４７５万円  

４  契約の相手方  香川県高松市福岡町三丁目４番８号  

株式会社きんでん四国支社  

常務執行役員支社長  疋  田  光  雄  

５  工 事 期 間  契約の日から平成２７年９月３０日まで  

 

提案理由  

新居浜市消防救急無線デジタル化整備工事の請負契約を締結するため、新居浜市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案

を提出する。  

 



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  

 



 

 

新居浜市消防救急無線デジタル化整備工事の仕様  

 

１  総  則  

工 事 名 新居浜市消防救急無線デジタル化整備工事  

工 期 契約締結の日から平成２７年９月３０日まで  

工事場所 新居浜市消防本部庁舎その他設備整備箇所  

２  工事概要  

電気通信工事（次の各設備の整備工事）一式  

消防本部設備   １か所（市消防本部庁舎）  

消防本部基地局無線設備、別子山基地局無線設備、黒島海浜

公園基地局無線設備等を介し、市内全域の各基地局及び移動局

と電波の送受信を行う設備  

中継局設備    ３か所（別子山、黒島海浜公園、弟地）  

基地局及び移動局が直接交信できないエリアにおいて電波を

中継する設備  

署所設備     ３か所（南消防署、北消防署川東分署、別子山支所）  

各エリア出先機関において各基地局及び移動局と電波を送受

信する設備（卓上型固定移動局無線装置、空中線共用機等）  

移動局設備    ３４０台  

（車載型無線装置（３０台）、携帯型無線装置（３８台）、可搬

型移動無線機（５台）、車載型無線受令機（７５台）、署活動

用携帯型無線機（２５台）、デジタル簡易車載型無線機（５０

台）、デジタル簡易携帯型無線機（１０５台）、携帯衛星電話

機（１０台）、デジタル簡易卓上型無線機（２台））  

市内全域の各任意の地点において各基地局及び移動局と電波

の送受信を行う設備  

 


